
令和６年５月９日 

害鳥駆除について（お知らせ） 

  日頃から、市の行政運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、富津市内の農作物に被害を与える害鳥の猟銃による駆除について、下記の

とおり実施しております。 

 つきましては、駆除実施者を見かけた際に不用意に近づかないなど事故の防止に

ご協力をお願いします。 

記 

 １ 実施期間及び予定日 

   ・実施期間 令和６年５月７日から令和６年６月３０日まで 

  （実施予定日） 

   富津地区 ：実施期間内の毎週日曜日（6 時 00 分ごろ～ 8 時 00 分ごろまで） 

   大佐和地区：実施期間内の毎週日曜日（7 時 00 分ごろ～12 時 00 分ごろまで） 

   天羽地区 ：実施期間内の毎週土曜日（6 時 00 分ごろ～ 9 時 00 分ごろまで） 

 ２ 実施区域 

   市内の農地及びその周辺（主として「害鳥駆除実施区域図（裏面）」に記載の 

区域） 

（注意）農作物の被害状況により、緊急に出動する場合には、上記日時及び「害鳥駆除

実施区域図（裏面）」に記載の区域外での駆除を実施する場合があります。

                          富津市役所 建設経済部

農林水産課 鳥獣対策室 

TEL：0439-80-1284 

回覧 



凡例

※農作物の被害状況により、緊急に出動する場合には、上記日時及び区域外での駆除を実施する場合があります。

天羽地区

害鳥駆除実施予定日
実施期間5/7～6/30

※期間中、天候や都合により実
施できない場合があります。

害鳥駆除実施区域図（裏面）　【実施期間５月7日から６月３０日】

：害鳥駆除実施区域

富津地区

大佐和地区

実施期間内の毎週日曜日
（6：00～8：00）
実施期間内の毎週日曜日
（7：00～12：00）
実施期間内の毎週土曜日
（6：00～9：00）

富津地区

大佐和地区

天羽地区


